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自治会活動・自治会運営に関する調査概要 
 

1）  目  的  

 

市内各地域における自治会活動をより一層活性化していくために  

①八千代市における今後の自治会支援を考察する  

②各自治会における今後の自治会活動・自治会運営の参考とする  

ことを目的として実施した調査です。  

 

2）  対  象  

 

市内全２５４自治会  

 

3）  方  法  

 

郵送による調査票の配布と回収  

 

4）  時  期  

 

令和元年８月９日（金）～９月６日（金）  

 

5）  回収率  

 

８１％（2０６自治会）  
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自治会活動・自治会運営に関する調査結果 

 

Ⅰ．自治会の基本情報について 

 

① 自治会の世帯数 

 

    
 

   自治会の世帯数は，「１００世帯未満」の自治会が全体の約６割を占めます。 

 

 

② 会費 

 

１）徴収頻度 

 

    

①50世帯未満

36%

②51世帯～99世帯

20%

③100世帯～499世帯

36%

④500世帯以上

8%

①月に１回

6%
②２、３ヶ月に１回

5%

③半年に１回

13%

④年に１回

76%
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  ２）年間の金額（1世帯あたり） 

 

(ア) ５０世帯未満の自治会 

 

 
 

(イ) 51世帯～９９世帯の自治会 

 

    
 

  

①0円以上1200円未満

11%

②1200円以上3600円未満

35%

③3600円以上6000円未満

27%

④6000円以上

27%

①0円以上1200円未満

0%

②1200円以上3600円未満

32%

③3600円以上6000円未満

34%

④6000円以上

34%
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(ウ) 100世帯～499世帯の自治会 

 

    
 

 

(エ) 500世帯以上の自治会 

 

 
 

自治会の会費の徴収頻度および会費の年額を回答頂いた結果です。会費の徴収頻度は，「④年に１回」が全体

の約８割を占めます。また，会費の年額は，世帯が増加し，自治会の規模が大きくなるほど活動の幅が広がる

為，会費の金額が増える傾向にあります。また下記の表は世帯別の会費の月額の平均金額です。 

自治会世帯数 会費（月額平均） 

50 世帯未満 362 円 

51 世帯～99 世帯 429 円 

100 世帯～499 世帯 313 円 

500 世帯以上 450 円 

①0円以上1200円未満

3%

②1200円以上3600円未満

36%

③3600円以上6000円未満

42%

④6000円以上

19%

①0円以上1200円未満

0%

②1200円以上3600円未満

19%

③3600円以上6000円未満

69%

④6000円以上

12%
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Ⅱ．自治会活動について 

                                                                                          (複数回答可) 

    
 

「現在実施している活動」として回答した結果です。「④美化活動」，「⑪募金協力」は約８割の自治会が現

在実施しています。 

また，「孤独死防止ローラー作戦」，「入居記念パーティー」，「毎朝２５分間のラジオ体操」，「落語会」，「新

規加入者にウェルカム・プレゼント進呈」，「勉強会（ゴミ減量学習会，防犯勉強会）」，「マンション内での快

適なペット飼育を目的とした「ペット委員会」」，「フードドライブ」等の様々な活動の報告がありました。  

83%

24%

17%

23%

25%

45%

36%

85%

34%

9%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑪募金協力

⑩高齢者支援

⑨緑化推進活動

⑧リサイクル活動

⑦広報活動

⑥防災活動

⑤防犯活動

④美化活動

③その他行事

②旅行

①お祭り
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 Ⅲ．自治会への参加について 

 

① 未加入世帯の加入促進の工夫 

(複数回答可) 

    
 

加入促進のために行っている工夫を回答頂いた結果です。「①戸別訪問している」は約 3 割，「②加入案内

文書や会報等の活動概要がわかる書類を配布している」は約２割の自治会が実施しております。 

また，その他として，「地域の見守り等を積極的に行い，自治会の重要性を理解してもらう」，「夏祭りの際

に自治会の写真展示を予定している」，「「自治会に加入しましょう」を配布するとともに，新しく引っ越しさ

れた方に声掛けし「ゴミの出し方」等をお渡ししてます」等の回答がありました。  

18%

40%

6%

10%

20%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

⑥その他

⑤特になし

④行事へ招待している

③集合住宅の管理組合，不動産業者等と

協議している

②加入案内文書や会報等活動概要がわか

る書類を配布している

①戸別訪問している
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② 自治会活動参加促進の工夫 

 

   (複数回答可)

 
 

参加促進のために行っている工夫を回答頂いた結果です。「①自治会の広報紙や掲示板等で PR している」

および「②活動に参加しやすい日時を設定している」は約３割の自治会が行っています。 

また，その他として，「会費の見直し（減額など）」，「行事予定等の周知を回覧板の他にメールでも行ってい

る」，「会員証の作成（イベントやその他行事に参加するとスタンプが貰え，貯まると防災ラジオ等をプレゼン

トしている）」，「年に1回の懇親会に子供達、老人クラブ、婦人会を輪の中に入れて楽しい集いに」，「清掃終

了後にバーベキューを行う」等の回答がありました。  

8%

35%

21%

17%

21%

31%

26%

0% 10% 20% 30% 40%

⑦その他

⑥特になし

⑤特定の世代に向けた行事（子ども会，

老人会等）を開催している

④自治会活動に対して損害保険をかけて

いる

③個別に声をかけて活動参加を促してい

る

②活動に参加しやすい日時を設定してい

る

①自治会の広報紙や掲示板等でPRしてい

る
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Ⅳ．会長について 

 

① 年齢と性別 

 

１）年齢 

 

    
 

現在の会長の年齢を回答頂いた結果です。６０歳代以上の会長が全体の約５割を占めています。そのうち，

約３割は，７０歳以上でした。 

 

２）性別 

 

    
 

現在の会長の性別を回答頂いた結果です。全体の約９割が「①男性」となっています。男女とも

年代が高くなるほど，会長の割合が高くなりました。 

  

①３０歳未満

1%
②３０歳代

7%

③４０歳代

18%

④５０歳代

20%

⑤６０歳代

26%

⑥７０歳以上

28%

①男性

89%

②女性

11%
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  ② 任期 

 

    
 

会長の任期を回答頂いた結果です。全体の約８割が「①１年」でした。 

また，会長の最長任期を定めている自治会のうち，１年に設定している自治会が多数でしたが，２年や４年

に設定している自治会も複数ありました。 

 

  ③ 在職年数 

 

    
 

現会長の在職年数を回答頂いた結果です。全体の約８割が「①１年～３年未満」でした。 

また，会長の在職年数を回答した自治会のうち，最長の在職年数は，２５年でした。  

①１年

82%

②２年以上

16%

③任期なし

2%

①１年～３年未満

81%

②３年～５年未満

7%

③５年～１０年未満

7%

④１０年以上

5%
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④ 報酬 

 

   １）報酬制度の有無（全体） 

    

    
 

２）報酬制度の有無（世帯別） 

 

   報酬制度有（世帯別） 

    

    
    

会長の報酬制度の有無を世帯別でグラフにしました。世帯数が増加するほど会長職の負担も比例して大きく

なるため，世帯規模が大きい自治会ほど報酬制度を設ける傾向にあります。また，会長報酬の年額の平均金額

は，下記の表のとおり，世帯規模が大きくなるにつれ，報酬金額も増加する傾向にあります。 

 

自治会世帯数 会長報酬（年額平均） 

50 世帯未満 20,643 円 

51 世帯～99 世帯 20,111 円 

100 世帯～499 世帯 26,871 円 

500 世帯以上 84,900 円 

  

①設けている

37%

②設けていない

63%

63%

43%

45%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

500世帯以上

100世帯～499世帯

51世帯～99世帯

50世帯未満
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  ⑤ 選出方法 

 

 
 

会長の選出方法について回答頂いた結果です。全体の約４割が「②輪番制」と回答しました。またその他と

して，「年齢順による選出」，「じゃんけんやくじ引き」等の回答がありました。 

 

 

  ⑥ 選出の円滑性 

 

    
 

会長の選出の円滑性について回答頂いた結果です。全体の約８割が「①円滑に行われている」と回答しまし

た。円滑に行われている理由として，「会員全体が活動に対して協力体制が出来上がっている」，「後継者の育

成に努力している」等の意見がありました。また，今は輪番制で円滑に決められているが，今後高齢化が進み，

将来的に引き受け手がいなくなるのではと不安に思っている自治会も多いようです。円滑に行われていない理

由としては，「高齢化」，「会長職の負荷が大きい」等が主な理由でした。 

①選挙

8%

②輪番制

41%

③自薦・他薦

14%

④役員による互選

25%

⑤その他

12%

①円滑に行われている

83%

②円滑に行われていない

17%
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 Ⅴ．役員について 

 

①報酬制度の有無（世帯別） 

    

    
 

役員の報酬制度の有無を世帯別でグラフにしました。世帯数が増加するほど役員職の負担も比例して大きく

なるため，世帯規模が大きい自治会ほど報酬制度を設ける傾向にあります。また，役員の報酬年額の平均金額

は，下記の表のとおり，世帯規模が大きくなるにつれ，報酬年額も増加する傾向にあります。 

 

自治会世帯数 役員報酬（年額平均） 

50 世帯未満 6,625 円 

51 世帯～99 世帯 10,286 円 

100 世帯～499 世帯 11,054 円 

500 世帯以上 27,467 円 

 

 

  ② 選出方法 

 

    
 

役員の選出方法について回答頂いた結果です。全体の７割が「②輪番制」と回答しました。また

その他として，「年齢順による選出」，「その年度の班長が就任」等の回答がありました。  

56%

38%

35%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

500世帯以上

100世帯～499世帯

51世帯～99世帯

50世帯未満

①選挙

5%

②輪番制

70%

③自薦・他薦

15%

④その他

10%
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  ③ 選出の円滑性 

 

 
 

役員の選出について回答頂いた結果です。全体の約９割が「①円滑に行われている」と回答しました。円滑

に行われている理由として，「動ける若手の中で役員を選出することになっている」，「会長職以外（役員職）

は話し合いでスムーズに決まる」等の意見がありました。また，円滑に行われていない理由としては，「高齢

化」，「役員職ができない（やりたくない）ために自治会を脱退してしまう」等が主な理由でした。 

 

 

  ④ 会議の頻度 

 

 
 

会議の頻度について回答頂いた結果です。全体の約５割の自治会が「②月に１，２回程度」と回答

してます。  

①円滑に行われ

ている

88%

②円滑に行われ

ていない

12%

①週に１回以上

1%

②月に１，２回程度

45%

③２，３ヶ月に

１回程度

21%

④半年に１回程度

33%
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 Ⅵ．集会施設について 

 

  ① 所有状況 

 

    
 

集会施設の所有の有無を回答頂いた結果です。全体の約４割の自治会が「①所有している」と回答しました。 

 

 

 集会施設所有自治会のみ回答（P１４～P15） 
 

  ② 所有形態 

 

    
 

集会施設の所有形態を回答頂いた結果です。全体の約８割が「①自治会所有の集会施設」と回答しています。  

①所有している

41%②所有していない

59%

①自治会所有の

集会施設

77%

②所属している連合会所有

の集会施設

23%
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  ③ 利用頻度 

 

    
 

集会施設の利用頻度を回答頂いた結果です。「①ほぼ毎日」，「④月に１回程度」はそれぞれ全体の約３割を

占めています。 

 

 

  ④ 苦労 

(複数回答可) 

    
 

集会施設を所有しているために苦労していることを回答頂いた結果です。「②修繕・改修費の負担」，「④集

会施設用地の除草・樹木剪定」が約５割でした。その他で苦労していることとして，「利用受付業務」，「利用

率の増加」等の意見がありました。 

    負担を軽減するために，「資源回収の収入を費用に充てる」，「電灯の LED 化」，「除草や集計業務等の外注化

の促進を図る」，「集会所利用者への使用後清掃励行の要請」，「清掃は当番表を作り負担軽減」等の意見があり

ました。 

①ほぼ毎日

28%

②週に２・３回程度

9%

③週に１回程度

20%

④月に１回程度

30%

⑤数か月に１回程度

13%

34%

9%

4%

29%

45%

1%

49%

20%

0% 20% 40% 60%

⑧特に苦労していない

⑦その他

⑥利用状況の集計業務

⑤部屋やトイレの清掃

④集会施設用地の除草・樹木剪定

③集会施設用地の土地使用料の負担

②修繕・改修費の負担

①光熱水費の負担
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  集会施設未所有自治会のみ回答（P１６～P1７） 
 

 

  ⑤ 会議等の集会する場所 

   

 
 

会議等で集会する場所について回答頂いた結果です。全体の約３割は，「②公民館等の公共施設」と回答し

ました。また，その他として，「学校の会議室」，「コープの会議室」，「借家」等の回答がありました。 

    

 

  ⑥ 年間の負担額 

 

    
 

会議等で集まる場所にかかる費用の負担額を回答頂いた結果です。全体の約８割が「①5000 円未満」と

回答しました。  

①マンション内の集会スペース

10%

②公民館等の公共施設

34%

③近隣自治会の集会施設

14%

④個人宅（会長や役員等の自宅）

18%

⑤ファミレス・カフェ等の飲食店

9%

⑥その他

15%

①5000円未満

78%

②5000円以上10000円未満

9%

③10000円以上20000円未満

6%

④20000円以上

7%
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  ⑦ 所有希望の有無 

 

 
 

集会施設の所有希望の有無を回答頂いた結果です。全体の約8割が「②いいえ」と回答しました。 

 

 

  ⑧ 所有形態の希望 

 

    
 

集会施設の所有形態の希望を回答頂いた結果です。⑦で「①はい」と回答した上のグラフの１９％のうち，

全体の約６割が「①単独の自治会で所有したい」と回答しました。 

 

  

①はい

19%

②いいえ

81%

①単独の自治会で所有したい

63%

②複数の自治会で所有したい

18%

③既存の施設を賃借したい

15%

④その他

4%
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 Ⅶ．その他 

 

  ① 会員名簿の管理 

(複数回答可) 

 
 

自治会の会員名簿の管理を回答頂いた結果です。「①会員の名簿は会長宅/事務局のカギのかかる机等で管理

している」と回答した自治会が全体の約５割を占めます。 

また，その他として，「USBメモリーで管理し，PCには保存しない」，「本人の許可の範囲内で取り扱いを

行う」等の回答がありました。 

平成２７年９月に「改正個人情報保護法」が成立し，平成２９年５月３０日に全面施行されたことに伴い，

自治会等の非営利組織も個人情報保護法が適用されるようになったことから，会員の個人情報の取り扱いにつ

きましては，事前に利用目的を提示し，同意（書面等）の範囲内で使用してください。また，収集した個人情

報の漏えいを防ぐため，適正に管理することををお願いします。 

 

 

  

24%

28%

10%

50%

0% 20% 40% 60%

④その他

③会員から書面上で名簿の掲載について

同意を得ている

②名簿の電子データは暗号化し，役員の

みが閲覧できるようにしている

①会員の名簿は会長宅/事務局のカギのか

かる机等で管理している
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  ② 繰越金 

 

   １）金額 

 

(ア) ５０世帯未満の自治会 

 

    
 

 

(イ) 51世帯～99世帯の自治会 

 

    
  

①5万円未満

18%

②5万円以上30万円未満

53%

③30万円以上50万円未満

11%

④50万円以上100万円未満

9%

⑤100万円以上

9%

①5万円未満

12%

②5万円以上30万円未満

12%

③30万円以上50万円未満

13%

④50万円以上100万円未満

41%

⑤100万円以上

22%
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(ウ) 100世帯～499世帯の自治会 

 

    
 

(エ) 500世帯以上の自治会 

 

 
 

繰越金額を世帯別でグラフしました。世帯規模が増加するほど繰越金額も増加することがわかりました。

世帯別の平均繰越金額は，下記の表のとおりとなります。 

 

自治会世帯数 繰越金額 

50 世帯未満 338,633 円 

50 世帯～99 世帯 951,965 円 

100 世帯～499 世帯 1,204,279 円 

500 世帯以上 5,745,809 円 
 

  

①5万円未満

11%

②5万円以上30万円未満

19%

③30万円以上50万円未満

7%

④50万円以上100万円未満

16%

⑤100万円以上

47%

①5万円未満

14%

②5万円以上30万円未満

13%

③30万円以上50万円未満

13%

④50万円以上100万円未満

0%

⑤100万円以上

60%
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   ２）使用用途 

                                                   

（複数回答可） 

 
 

繰越金の使用用途を回答頂いた結果です。「①災害に向けて」，「②集会施設建設・修繕等に向けて」，「③備

品購入に備えて」を回答した自治会がそれぞれ約３～４割を占めています。 

その他として，「高齢者・独居人への応援等の対策費用のため」，「私道等の修繕費用のため」，「防犯カメラ

の設置」等の回答がありました。 

    また，繰越金の用途が決まっていないので会費等を見直すとの意見もありました。特に用途が決まってい

ない繰越金のある自治会については，役員会等の議題で検討いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

11%

6%

44%

33%

40%

0% 20% 40% 60%

⑥特に用途は決めていない

⑤その他

④次年度以降（新しい）事業を予定している

ため（例：１０周年記念祭，広報紙導入）

③備品購入に備えて（例：祭りの太鼓や神

輿，防災倉庫，エアコン等）

②集会施設建設・修繕等に向けて

①災害に向けて
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  ③ 総会の開催月 

 

 

総会の開催月を回答頂いた結果です。全体の約８割は，３月か４月に総会を行っていることが分かりました。 

 

 

 

 

①２月以前

4%

②３月

42%③４月

42%

④５月

10%

⑤６月以降

2%
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